
 役場からのお知らせ N e w s

　
「
お
し
ゃ
れ
な
ま
さ
き
推
進
事
業
」

は
、町
が
行
う
各
種
事
業
に
、お
し
ゃ
れ

な
イ
メ
ー
ジ
を
付
加
す
る
事
業
で
す
。

　

平
成
28
年
度
は
、
３
カ
所
の
工
事
を

行
い
ま
し
た
。
実
施
に
当
た
っ
て
は
、デ

ザ
イ
ン
関
連
の
女
性
の
有
識
者
な
ど
に

助
言
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
も
引
き
続
き
、
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
の
中
に
お
し
ゃ
れ
な
イ
メ
ー
ジ
を

付
加
し
、「
お
し
ゃ
れ
な
ま
さ
き
」を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
課
管
理
係

 （
義
農
橋
・
庚
申
橋
）☎
９
８
５
―
４
１
５
６

　

福
祉
課
児
童
福
祉
係

  （
北
小
児
童
ク
ラ
ブ
）  ☎
９
８
５
―
４
１
１
４

平
成
28
年
度
お
し
ゃ
れ
な
ま
さ
き
推
進
事
業

義
農
橋
・
庚こ

う
し
ん申

橋
・
北
小
児
童
ク
ラ
ブ
を
お
し
ゃ
れ
に

４
月
か
ら

福
祉
課
に
﹁
保
育
幼
稚
園
係
﹂
を
新
設
し
ま
し
た

　

子
育
て
支
援
の
充
実
の
た
め
、
４
月

か
ら
福
祉
課
内
に「
保
育
幼
稚
園
係
」を

新
設
し
ま
し
た
。
こ
の
係
は
、
別
窓
口

だ
っ
た
保
育
所
と
幼
稚
園
の
入
所（
園
）

申
込
み
な
ど
の
事
務
を
一
括
し
て
行
う

係
で
す
。
児
童
福
祉
係
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
通
り
手
当
や
医
療
費
関
係
の

事
務
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
係
の

主
な
仕
事
は
下
記
の
通
り
で
す
。

　

新
設
に
よ
り
、
子
育
て
に
関
す
る
情

報
を
集
約
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
事

務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
、「
安
心
し

て
子
ど
も
を
生
み
、育
て
る
こ
と
が
で
き

る
ま
ち
づ
く
り
」を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問
福
祉
課
保
育
幼
稚
園
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
６

保育
幼稚園係

児童福祉係

・    児童手当・児童扶養手当に関すること
・  子ども医療費・ひとり親家庭医療費
  に関すること
・  放課後児童クラブに関すること

・    保育所・幼稚園・認定こども園などの 
  入所（園）に関すること
・  町立保育所の管理運営に関すること

税務課

正面玄関

配置図

▼ 福祉課子育て関連の各係の主な業務

１Ｆ

福祉課会計課

ATM

保険課 町民課

▼

親柱とデザイ
ンパネルを設置
しました。

▼グレーベージュ
色の高欄（防護柵）
を設置しました。

北伊予小学校

児童クラブ

庚申橋
（東古泉）

義農橋
（宗意原）

「麦と麦俵」のデザ
インパネル

歩道を花柄の「インターロッ
キング」にしました。

４
月
６
日
～
15
日
　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

子
ど
も
・
高
齢
者
の
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　
「
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
一
人
一
人

が
交
通
ル
ー
ル
を
見
直
し
、
思
い
や
り

と
譲
り
合
い
の
心
を
持
っ
て
交
通
事
故

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
自
転
車
の
安
全
利
用

・
自
転
車
運
転
は
、
車
道
の
左
側
が
原

則
で
す
。
や
む
を
得
ず
歩
道
を
走
行
す

る
と
き
は
、
歩
行
者
を
優
先
し
、
車
道

寄
り
を
徐
行
し
ま
し
ょ
う
。

・「
飲
酒
運
転
、
二
人
乗
り
や
並
進
は

し
な
い
」、「
信
号
や
一
時
停
止
を
守
る
」

な
ど
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

・
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▼
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

の
正
し
い
着
用

　

自
動
車
に
乗
る
と
き
は
、
全
て
の
座

席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
締
め
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
設

置
し
て
乗
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
飲
酒
運
転
の
根
絶

　

飲
酒
運
転
は
犯
罪
で
す
。
お
酒
を
勧

め
た
人
や
同
乗
者
も
罪
に
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
地
域
や
家
庭
か
ら
飲

酒
運
転
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

問
伊
予
警
察
署

　

☎
９
８
２
―
０
１
１
０

　

町
民
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係　

☎
９
８
５
―
４
２
２
８

４
月
３
日
か
ら

障
が
い
者
に
タ
ク
シ
ー
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

　

タ
ク
シ
ー
初
乗
り
料
金
の
助
成
券
を

４
月
３
日（
月
）か
ら
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
町
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ

か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

※
町
外
の
施
設
入
所
者
は
対
象
外

①
身
体
障
が
い
者
手
帳（
１
級
～
３
級
）

②
療
育
手
帳（
Ａ
・
Ｂ
）

③
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳（
１

級
・
２
級
）

▼
申
請
手
続
き　

手
帳
と
印
鑑
を
持
っ

て
、
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
︵
一
部
︶

　

松
前
交
通
タ
ク
シ
ー
、
岡
田
タ
ク

シ
ー
、
き
た
い
よ
、
で
あ
い
介
護
タ
ク

シ
ー
、
介
護
タ
ク
シ
ー
わ
か
ば　

ほ
か

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
２

☎
９
８
５
―
４
１
５
５

平成 ₂₉ 年度

義  農  祭
参加者募集

2nd Life University

日時　4 月 23 日㊐　10 時～
場所　義農公園
内容　式典、各
　種特産物など
　の即売、伝統
　芸能発表

問総務課企画政策係
　☎ 985-4103

　享保の大飢饉の際、後世に麦種を
残すため、自らの命を犠牲にして亡く
なった義農作兵衛をしのび義農祭を
開催します。

義農作兵衛の遺徳をしのんで 　老後も今の元気な生活を送っていきたい人を対象に、
健康づくりや介護予防の講座を行います。

▼日程　5 月 15 日㊊・29 日㊊、6 月 5 日㊊・19 日㊊、
　7 月 3 日㊊・24 日㊊、8 月 8 日㊋・28 日㊊
　※詳細は、受講決定者にお知らせします。

▼場所　福祉センター 2 階集会室

▼ 対象　65 歳から 74 歳の人で、教室の内容を自宅で実
　践する意志があり、おおむね全日程の参加ができる人

▼内容　足腰の筋力維持・向上、お口の健康、認知機能
　低下予防、バランスの良い食事、薬の正しい取り扱い
　などについて、医療・介護の専門職が講座を行います。

▼定員　40 人（先着順）　

▼申し込み方法   電話申し込み　 ▼締め切り   5 月 12 日㊎

▼申込先・問い合わせ　
　健康課地域包括支援センター係　☎ 985-4205

介護予防　講座

保育幼稚園係
児童福祉係
障がい福祉係
人権対策係
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秘密厳守、相談無料です。

 役場からのお知らせ N e w s

　

役
場
や
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、
各
種
相

談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

毎
月
の
「
広
報
ま
さ
き
お
役
立
ち
カ

レ
ン
ダ
ー
」に
日
程
な
ど
を
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

無
料
相
談
を
活
用
し
ま
せ
ん
か

　伊予宅建協会主催で相談に
応じます。
日時　毎月 10 日　13 時～ 15 時
　　　（㊏㊐㊗の場合は翌日）
場所　役場 4 階 402 会議室
内容　土地、建物、住まいのこと
問伊予宅建協会　☎ 984-7000

ハトのマークの不動産無料相談

住まい

　福祉課で窓口・電話相談に
応じます。
日時　平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
場所　役場 1 階福祉課
内容　配偶者などからの暴力
問福祉課人権対策係
　☎ 985-4114

ＤＶ相談  （本年度より連絡先変更）

ＤＶ

行政・行政書士

人権擁護委員が相談に応じます。
日時　毎月第 4 水曜日 10 ～ 15 時
　　　※ 10 月のみ 23 日㊊
場所　文化センター第 2 研修室
内容　家庭内、体罰やいじめな
　　　どの人権問題
当日連絡先　☎ 985-1313（内線 25）

人権相談 （本年度より日程変更）

人権

　土地家屋調査士ボランティア
グループ主催で相談に応じます。
日程　隔月第４火曜日
場所　役場 1 階ロビー
内容　境界や登記など土地のこと
問まちづくり課計画建築係
　☎ 985-4124

  10~12 時   13~15 時

4/25 西田  孝二 井早  耕治

6/27 本馬  泉 大政  晋

8/22 井早  耕治 西田  孝二

10/24 本馬  泉 大政  晋

12/19 西田  孝二 井早  耕治

2/27 大政  晋 本馬  泉

境界問題と登記の相談

土地

▼ お役立ちカレンダー　右側に連絡先、カレン
ダー内に実施日を掲載。社会福祉協議会が行う心
配ごと相談は、社協だよりに詳細が載っています。

2 
老
朽
放
置
建
物
除
却

　

建
物
倒
壊
に
よ
る
災
害
な
ど
を
防
止

す
る
た
め
、次
の
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

①
新
立
・
本
村
の
一
部
地
区　

土
地
を

寄
付
し
て
も
ら
う
こ
と
で
町
が
除
却
す

る
た
め
に
要
す
る
費
用

②
町
内
全
地
区　

倒
壊
す
る
恐
れ
が
あ

る
空
き
家
を
除
去
す
る
工
事
の
費
用
の

一
部

※
②
に
つ
い
て
、
本
年
度
か
ら
対
象
を

町
内
全
地
区
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
建
物    

次
の
全
て
を
満
た

す
建
物

・
昭
和
56
年
５
月

31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
た
建
物

・
敷
地
内
に
所
有

者
、
管
理
者
や
占

有
者
が
お
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
建
物

・
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
建
物

▼
対
象
者　

建
物
除
却
の
権
限
を
持
つ

人1 
2 
共
通
事
項

▼
受
付
期
間　

４
月
10
日（
月
）
～
30

年
１
月
31
日（
水
）　

※
先
着
順
で
受
け
付
け
ま
す
。
申
請
前

に
窓
口
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
ま
ち
づ
く
り
課
計
画
建
築
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
４

1 
木
造
住
宅
耐
震
工
事
補
助

　

木
造
住
宅
の
耐
震
化
の
た
め
、
建
物

を
補
強
す
る
工
事
の
費
用
を
助
成
し
ま

す
。
ま
た
、
耐
震
工
事
の
補
助
に
必
要

な
耐
震
診
断（
住
宅

の
安
全
性
を
診
断
）

や
耐
震
設
計  （  

補
強

箇
所
の
設
計
図
書
を

作
成 

） を
無
料
で
行

い
ま
す
。

▼
対
象
住
宅  

次
の
全
て
を
満
た
す
住
宅

・
町
内
で
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
着
工
さ
れ
た
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅

・
併
用
住
宅
の
と
き
は
、
住
宅
以
外
の

用
途
の
床
面
積
が
半
分
以
下
の
住
宅

・
二
階
建
て
以
下
の
住
宅
で
、
延
べ
面

積
が
５
０
０
㎡
以
下
の
も
の

※
枠
組
壁
工
法
、
丸
太
組
工
法
、
特
別

な
認
定
を
得
た
工
法
の
住
宅
は
対
象
外

▼
対
象
者　

住
宅
の
所
有
者

▼
そ
の
他　

本
年
度
か
ら
、
補
助
の
方

法
を「
償
還
払
い
」だ
け
で
な
く
、「
受

領
委
任
払
い
」を
追
加
し
て
い
ま
す
。

　

木
造
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
人
へ

耐
震
工
事
・
老
朽
放
置
建
物
の
除
却
を
助
成
し
ま
す

　阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による死者

が約８割に上りました。自分や家族の命を守るた

め、住んでいる家をもう一度見直してみましょう。

▼どうして耐震診断や耐震補強が必要なの

　昭和 56 年以前に建てられた建物は、古い耐震

基準で建てられているため、耐震性に問題があ

る可能性が高く危険です。56 年以降の建物でも、

バランスの悪い建物、地盤が弱い敷地に建てられ

た建物、壁・基礎にひび割れがある場合は、倒壊

の危険があります。そこで、耐震診断をして家の

状態を把握し、耐震補強を行って地震への備えを

しておくことが大切です。

▼松前町でも建物倒壊で大きな被害
　県発表の 「地震被害想定調査報告書（平成 25

年12 月）」における、南海トラフ巨大地震の建物

倒壊（揺れ）による本町の被害想定は、最大で建

物全壊 3,055 棟、半壊 3,482 棟となっています。

▼最後に
　町内の約 6,500 棟の建物が全半壊する可能

性がある結果を見ると、各家庭で対策を進め

る必要があることが分かります。

　対策は、ホームセンターにある耐震シートや

突っ張り棒を使って始めることができます。上の

助成制度も活用し、地震に強い家にしましょう。

地震に強い家に

耐震診断・耐震補強をしよう
松前の
防災力
総務課危機管理係
☎ 985―4103

自己負担
分のみ支
払い

公費負担
分の請求、
支払い

申請者

町

施行
業者

　松前町ボランティア建築士グ
ループ主催で相談に応じます。
日程　毎月第２火曜日

場所　役場 1 階ロビー
内容　耐震工事など
問まちづくり課計画建築係
　☎ 985-4124

  9:30~12:00   13:00~15:30

4/11 茂川  俊英 武智  清

5/9 窪田  博文 大政  晋

6/13 篠原  治行 松下  弘

7/11 川中  英明 茂川  俊英

8/8 武智  清 窪田  博文

9/12 大政  晋 篠原  治行

  9:30~12:00   13:00~15:30

10/10 松下  弘 川中  英明

11/14 茂川  俊英 武智  清

12/12 窪田  博文 大政  晋

1/9 篠原  治行 松下  弘

2/13 川中  英明 茂川  俊英

3/13 武智  清 窪田  博文

すまいの相談

住まい

日時　毎月第 1 木曜日 13 ～ 16 時
場所　役場 1 階ロビー
内容　相続、成年後見、契約など
共通連絡先　☎ 985-4103

日時　毎月 25 日 10 ～ 15 時
場所　役場 4 階 401 会議室

行政相談 （行政に関すること）

行政書士相談 （要予約）
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 役場からのお知らせ N e w s

▼
家
賃

　

毎
年
度
、
入
居
者
の
所
得
状
況
な
ど

か
ら
算
定
し
ま
す
。

▼
住
宅
の
設
備
に
つ
い
て

【
義
農
ア
パ
ー
ト
・
平
松
住
宅
】

　

テ
レ
ビ
用
ア
ン
テ
ナ
は
、
入
居
者
負

担
に
な
り
ま
す
。

【
江
川
・
改
良
住
宅
】

　

浴
室
が
あ
り
ま
す
が
、浴
槽
・
給
湯
設

備
な
ど
は
入
居
者
負
担
に
な
り
ま
す
。

▼
申
込
書
の
配
布
・
受
付
期
間

　

４
月
10
日（
月
）
～
28
日（
金
）　

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
を
除
き
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法

　

申
込
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

・
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し （
本
籍

　

地
と
続
柄
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
平
成
28
年
度（
27
年
中
の
所
得
）
の

　

所
得
証
明
書（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
提
示

　

に
よ
り
原
則
、
省
略
可
）

・
市
町
村
税
の
完
納
証
明
書

※
申
込
書
は
、
ま
ち
づ
く
り
課
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

※
入
居
は
、
７
月
以
降
と
な
る
予
定
で

す
。

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

ま
ち
づ
く
り
課
町
営
住
宅
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
２
２

▼
対
象
者 （
全
て
の
条
件
を
満
た
す
人
）

①
町
内
に
１
年
以
上
住
ん
で
い
る
こ
と

②  

同
居
す
る
親
族（
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
人
や
近
く
婚
約
す
る
人

を
含
む
）が
い
る
こ
と
。
家
族
を
故
意
ま

た
は
不
自
然
に
分
離
、
合
併
す
る
世
帯

は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
単

身
入
居
を
認
め
ま
す
。

・
60
歳
以
上
の
人

◦
身
体
障
が
い
者（
手
帳
１
～
４
級
）

◦
生
活
保
護
者
な
ど

③ 

入
居
し
よ
う
と
す
る
世
帯
員
の
収
入

月
額
合
計
が
、
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基

準
内 （
一
般
世
帯
15
万
８
０
０
０
円
）

で
あ
る
こ
と

④
現
在
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

⑤
市
町
村
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

⑥
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

⑦
町
営
住
宅
の
明
け
渡
し
を
求
め
ら
れ

た
こ
と
が
な
い
こ
と

⑧
入
居
契
約
時
に
家
賃
３
カ
月
分
の
敷

金
を
納
め
ら
れ
る
こ
と

⑨
入
居
契
約
時
に
次
の
条
件
を
全
て
満

た
す
２
人
の
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

・
町
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と

・
入
居
申
込
者
と
同
程
度
以
上
の
収
入

　

が
あ
る
こ
と

・
保
証
人
同
士
が
別
世
帯
で
あ
る
こ
と

・
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

募集住宅名 住所 階層 部屋数 浴室 トイレ 駐車場 共益費 家賃

1 義農アパート116 号 筒井 1360 １階 ２Ｋ なし 水洗 なし あり 4,900 ～ 16,300 円

2 平松住宅 159 号 浜 880 ３階 ２Ｋ なし 水洗 なし あり 5,000 ～21,300 円

3 江川住宅 110 号 筒井 1260 ２階 ３ＤＫ あり 水洗 なし あり 13,100 ～ 34,900 円

4 江川住宅 404 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし あり 11,100 ～28,100 円

5 江川住宅 420 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし あり 11,100 ～28,100 円

6 江川住宅 424 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし あり 11,100 ～28,100 円

7 改良住宅 10-3 号 筒井 1253 ２階 ３ＤＫ あり 水洗 なし あり 17,000 円

公
共
施
設
な
ど
の
建
て
替
え
に
か

か
る
費
用
な
ど
の
問
題
に
対
応
す
る
た

め
、
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を

定
め
た「
松
前
町
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

今
後
は
、こ
の
計
画
を
基
本
と
し
て
、

町
民
の
皆
さ
ん
と
話
し
合
い
な
が
ら
公

共
施
設
の
効
率
的
で
効
果
的
な
管
理
運

営
を
行
う
こ
と
で
、
財
政
負
担
を
減
ら

し
、
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き

る
よ
う
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

計
画
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

問
財
政
課
入
札
財
産
係

 

☎
９
８
５
―
４
１
５
７

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

今年も行います

町政
懇談会

　昨年に引き続き、各地区で町政懇談会を行います。
　日程は、回覧板を通じてお知らせしますので、そち
らで確認してください。
　昨年は、町政懇談会での意見を基に、各地区の遊具
の設置や耐震診断の補助の方法などを見直しました。
　今年も、より多くの皆さんの参加をお待ちしています。

問総務課広報情報係　☎ 985⊖4132

公共施設
小学校、庁舎
公営住宅など

今後 40 年間の更新費用

公共施設  約 400 億円　インフラ  約348 億円

道路、橋りょう
上下水道など

インフラ

施設の状況
約 6 割が築 30 年以上

1/4 が耐震化未実施

100 施設
338 棟

107,867㎡

平成 26 年度末
現在

町全体で 15％減少

高齢人口は 32％に

このままだと…

効率的で安全な
維持管理のために

約 40 年後の人口

負担増

管  理
方  針

１施設保有量
の削減

40 年で公共施設
の延床面積を
15％以上削減

５ 町民との
協働

認識を共有し、今
後のあり方を再検

討する

４民間活力の
導入

民間と連携し、サー
ビス水準を向上させ、

財政負担を軽減

２ 長寿命化
対策

計画的な修繕・改
修と長寿命化改修、

機能性向上

３ 安全性の
確保

計画的な耐震化の
推進と、予防保全

型の維持管理
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 役場からのお知らせ N e w s

納付月 徴収区分

4 月 仮徴収
平成 29 年 2 月と同額

（町県民税は公的年
金に係る 28 年度税

額の 1/6 相当額）

6 月

8 月

10 月
本徴収

年間保険料
（ 税）額－

仮徴収納付額

12 月

30 年
2 月

問
保
険
課
保
険
料
係（
保
険
料
の
こ
と
）

 

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

　

税
務
課
町
民
税
係（
税
の
こ
と
）　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

保
険
料
や
税
を
年
金
天
引
き（
特
別

徴
収
）
で
納
め
て
い
る
人
は
、
本
年
度

も
引
き
続
き
年
金
天
引
き
と
な
り
ま

す
。保

険
料（
税
）
額
決
定
ま
で
は
、
原

則
２
月
と
同
額
を
納
め
て
も
ら
い
、
10

月
以
降
の
本
徴
収
で
調
整
し
ま
す
。

▼
対
象
保
険
料
・
税

○
介
護
保
険
料　

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

○
国
民
健
康
保
険
税

○
町
県
民
税

保
険
料
や
税
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

話
を
し
て
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

①
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０
―
０
５
―
１
１
６
５

②
松
山
西
年
金
事
務
所

（
自
動
音
声
案
内
。１
を
選
択
後
、２
を
選
択
）

☎
９
２
５
―
５
１
０
５

▼
予
約
受
付
期
間　

電
話
し
た
日
の
翌

日
か
ら
１
カ
月
先
ま
で

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
９
２
５
―
５
１
１
０

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

松
山
西
年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相

談
を
よ
り
丁
寧
に
対
応
す
る
た
め
、
予

約
相
談
の
制
度
を
設
け
、
優
先
的
に
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

８
月
か
ら
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め

に
必
要
な
資
格
期
間
が
10
年
に
短
縮
さ

れ
ま
す
。
年
金
相
談
の
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
予
約
相
談
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
受
付
時
間　

月
曜
日
か
ら
金
曜

日
の
８
時
30
分
～
16
時　

▼
予
約
方
法
　
①
②
の
い
ず
れ
か
に
電

松
山
西
年
金
事
務
所
で

年
金
相
談
の
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

申
告
加
算
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

問
松
山
税
務
署（
自
動
音
声
案
内
）

 

☎
９
４
１
―
９
１
２
１

　

税
務
課
町
民
税
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

【
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ
】

　

法
人
税
額
が
、
修
正
申
告
や
更
正
・

決
定
で
当
初
よ
り
増
額
に
な
る
と
き

は
、
法
人
町
民
税
の
修
正
申
告
が
必
要

で
す
。
す
ぐ
に
修
正
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
管
理
収
納
係　

☎
９
８
５
―
４
１
０
９

▼
税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た

　

税
務
署
に
あ
る
更
正
の
請
求
書
で
訂

正
し
ま
す
。
平
成
28
年
分
確
定
申
告
の

更
正
が
請
求
で
き
る
期
間
は
、
申
告
期

限
か
ら
５
年
以
内
で
す
。

▼
税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
・
還

付
を
受
け
た
税
額
が
多
か
っ
た

　

修
正
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
税
務

署
の
調
査
前
に
修
正
申
告
す
れ
ば
、
過

少
申
告
加
算
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
確
定
申
告
を
忘
れ
て
い
た

　

す
ぐ
に
確
定
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

税
務
署
の
調
査
前
に
申
告
す
れ
ば
、
無

確
定
申
告
が
間
違
っ
て
い
た
ら
…

平成 29 年度

納 税 の 期 限

問税務課管理収納係　☎ 985-4109

税　目 期 別 納 期 限 口座振替日 

固定資産税

第１・全期             5 月    1 日 4 月 25 日
2              7 月 31 日 7 月 25 日
3           12 月 25 日 12 月 25 日
4 H30   2 月 28 日 H30  2 月 26 日

軽自動車税 全期             5 月      31 日 5 月 25 日

町県民税

第１・全期             6 月 30 日 6 月 26 日
2             8 月 31 日 8 月 25 日
3           10 月 31 日 10 月 25 日
4 H30   1 月 31 日 H30  1 月 25 日

国民健康
保  険 税

第１・全期             7 月 31 日 7 月 25 日
2             8 月 31 日 8 月 25 日
3           10 月    2 日 9 月 25 日
4           10 月 31 日 10 月 25 日
5           11 月 30 日 11 月 27 日
6           12 月 25 日 12 月 25 日
7 H30   1 月 31 日 H30   1 月 25 日
8  2 月 28 日 2 月 26 日
9  4 月    2 日 3 月 26 日

※ 口座振替の人で振替日に残高不足で引き落としできなかった場合は、
　納期月の翌月 10 日（1 月と 5 月は 15 日、金融機関が休業日の場合は
　翌営業日）にもう一度口座振替します。

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

平
成
29
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
４
９
０
円
で
す（
前
年
度
よ
り

２
３
０
円
引
き
上
げ
）。

▼
保
険
料
の
納
付

４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

ら
れ
て
く
る「
納
付
書
」で
、
毎
月
の
保

険
料
を
翌
月
末
日
ま
で
に
納
め
ま
す
。

　

納
付
場
所
は
、金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
含
む
）や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
金
融
機
関
で
口

座
振
替
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
前
納
を
利
用
す
る
と
保
険
料

が
割
引
に
な
り
ま
す（
下
表
参
照
）。

▼
学
生
納
付
特
例
申
請
に
つ
い
て

　

所
得
の
少
な
い
学
生
は
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例

制
度
」が
申
請
で
き
ま
す
。

　

申
請
を
希
望
す
る
人
で
、
前
年
度
に

学
生
納
付
特
例
制
度
が
承
認
さ
れ
、
は

が
き
式
の
申
請
書
が
送
付
さ
れ
た
人

は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
便
ポ
ス

ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　

初
め
て
学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
す

る
人
は
、
学
生
証
か
在
学
証
明
書（
原

本
）、
年
金
手
帳
、
印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ

不
可
）を
持
参
し
、
町
民
課
か
年
金
事

務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

29 年度
１カ月分 ６カ月分 １年度分 2 年度分

保険料 保険料 割引額 保険料 割引額 保険料 割引額

毎月納付 16,490 円 98,940 円 － 197,880 円 － 395,760 円 －

６カ月前納 － 98,140 円 800 円 196,280 円 1,600 円 392,560 円 3,200 円

１ 年前納 － － － 194,370 円 3,510 円 388,740 円 7,020 円

2 年前納 － － － － － 379,560 円 14,400 円

※6カ月前納の１年度分…6カ月ずつを2 回に分けて納付した場合。1年前納の2 年度分…1年ずつを2 回に分けて納付した場合。

◦前納による割引後保険料

◦利用権設定等促進事業

特
別
弔
慰
金
の
請
求
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

戦
後
70
年
に
当
た
り
、
国
が
戦
没
者

な
ど
の
遺
族
に「
第
10
回
特
別
弔
慰
金
」

を
支
給
し
て
い
ま
す
。対
象
と
な
る
人
は
、

お
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時

の
遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け

る
人
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に

よ
る
先
順
位
者
１
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

1
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
、
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

2
戦
没
者
な
ど
の
子

3
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
生
計
関

係
の
有
無
な
ど
で
順
番
が
替
わ
り
ま
す
。

4  

1
～
3
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の
三
親

等
内
の
親
族

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
、
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
人
に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、
５
年
償

還
の
記
名
国
債

▼
請
求
期
限　

30
年
４
月
２
日（
月
）

▼
そ
の
他　

戦
没
者
な
ど
と
請
求
者
の

続
柄
、
生
計
関
係
や
前
回
の
弔
慰
金
受

給
の
有
無
な
ど
で
、
請
求
者
の
戸
籍
抄
本

（
27
年
４
月
１
日
時
点
）以
外
に
書
類
の

提
出
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係　

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
５
５

安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
を
し
ま
せ
ん
か

　
安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
が
で
き

る「
利
用
権
設
定
等
促
進
事
業
」（
下
図
）

で
、
効
率
的
な
経
営
を
し
ま
せ
ん
か
。

▼
メ
リ
ッ
ト　

①
貸
し
た
農
地
は
必
ず

返
っ
て
く
る
②
満
了
後
の
離
作
料
は
不

要
③
利
用
権
の
再
設
定
で
継
続
も
可
能

▼
受
付
期
間　

４
月
３
日（
月
）～
28
日（
金
）

問
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
９
８
５
―
４
１
３
１

①申請書類の提出　
②農業委員会の決定後、計画を公告し、
　貸し手の農地で借り手が経営開始
③双方へ期間満了通知後、貸し借り終了

貸し手 借り手

後継者不足
高齢化

経営規模拡大
効率的な運営
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